
の

を

十
二

二
十
二

◎
佐
賀
県
条
例
第
三
十
四
号

の

条

改

第
一
条

（
昭
和
四
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
三
項
」
に
、
「
同
条

第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条

佐
賀
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
十
三
項
」
を
「
第
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
平
成
二
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
介
護
補
償
）

第
十
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
補
償

年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と

な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も

の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

 

第
二
条
（
佐
賀
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
介
護
補
償
）

第
十
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
補
償

年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と

な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も

の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当

該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介

護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し

て
知
事
が
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入

所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、

行
わ
な
い
。

一

略

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る

障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者

支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場

合
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

略
 

参
考
資
料

第
一
条
（
佐
賀
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
介
護
補
償
）

第
十
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
補
償

年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と

な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も

の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

（
介
護
補
償
）

第
十
条
の
二

傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
当
該
傷
病
補
償

年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と

な
つ
た
障
害
で
あ
つ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も

の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態

に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当

該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介

護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し

て
知
事
が
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入

所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、

行
わ
な
い
。

一

略

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者

支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場

合
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

三

略

改

正

後

改

正

前

改

正

後

改

正

前



に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当

該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介

護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し

て
知
事
が
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入

所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、

行
わ
な
い
。

一

略

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者

支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場

合
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

略
 

参
考
資
料

に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て

い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当

該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随
時
介

護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し

て
知
事
が
定
め
る
金
額
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入

所
し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、

行
わ
な
い
。

一

略

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る

障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者

支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場

合
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受

け
て
い
る
場
合
に
限
る
。）

三

略

改

正

後

改

正

前


